
議案第２８号 

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び

勤勉手当に関する規則等の一部を改正する規則について 

 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤勉

手当に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。  

  令和４年１１月１７日提出 

北九州市教育委員会 

教育長 田 島 裕 美 

提案理由 北九州市職員の高齢者部分休業に関する条例の施行に伴い、関係規

定を改める必要があるので、この規則案を提出する。 

 

 



 

. 

 



令和４年 1１月 

教育委員会教職員課 

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤勉手当に

関する規則等の一部を改正する規則について（高齢者部分休業導入に伴うもの） 

 

１ 改正理由 

高齢者部分休業制度の導入に伴い、高齢者部分休業を行った場合の勤務条件等を定める

ため、次のとおり関係規則を改めるもの。 

 

２ 改正する規則（３規則） 

（１）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤勉手

当に関する規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１０号） 

（２）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の退職手当に関する条

例施行規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１２号） 

（３）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例施行規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１４号） 

 

３ 主な改正内容 

（１）高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合について、その勤務しなかった

期間の２分の１を期末手当の算定における在職期間から、その勤務しなかった

全期間を勤勉手当の算定における勤務期間からそれぞれ除算 

（２）高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合について、その勤務しなかった

期間の２分の１を退職手当の調整額の算定における基礎在職期間から除く 

（３）高齢者部分休業取得者の年次休暇、特別休暇等について、休業時間に応じて付

与 

 

４ 施行期日 

令和５年４月１日（高齢者部分休業条例の施行日と同日） 
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【別紙】 一部改正する規則一覧  

 

改正する規則 ●改正概要 

（１）北九州市立の小学校、中学校及び特

別支援学校の教職員の期末手当及び

勤勉手当に関する規則 

●高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合につい

て、その勤務しなかった期間の２分の１を期末手当の算定

における在職期間から、その勤務しなかった全期間を勤勉

手当の算定における勤務期間からそれぞれ除算するも

の。 

（２）北九州市立の小学校、中学校及び特別

支援学校の教職員の退職手当に関する

条例施行規則 

●高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合につい

て、その勤務しなかった期間の２分の１を退職手当の調

整額の算定における基礎在職期間から除くもの。 

（３）北九州市立の小学校、中学校及び特別

支援学校の教職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例施行規則 

●高齢者部分休業取得者の年次休暇、特別休暇等につい

て、休業時間に応じて付与するもの。 
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 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤勉

手当に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和４年  月  日  

北九州市教育委員会 

教育長 田 島 裕 美 

北九州市教育委員会規則第  号 

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手 

当及び勤勉手当に関する規則等の一部を改正する規則 

 （北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤

勉手当に関する規則の一部改正） 

第１条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及

び勤勉手当に関する規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１０号）の

一部を次のように改正する。 

  第８条第２項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に

次の１号を加える。 

（２） 法第２６条の３第１項に規定する高齢者部分休業の承認を受けた

教職員として在職した期間については、北九州市職員の高齢者部分休業

に関する条例（令和４年北九州市条例第２１号）第３条の規定により給

与を減額された期間の２分の１の期間 

  第２０条第２項中第９号を第１０号とし、第６号から第８号までを１号ず

つ繰り下げ、第５号の次に次の１号を加える。 

（６） 北九州市職員の高齢者部分休業に関する条例第３条の規定により

給与を減額された期間 

第２０条第３項を削り、同条第４項各号列記以外の部分中「第２項」を「

前項」に改め、同項を第３項とする。 

第２１条第２項ただし書中「同条第４項」を「同条第３項」に改める。 

 （北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の退職手当に関す

る条例施行規則の一部改正） 

第２条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の退職手当に

関する条例施行規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１２号）の一部

を次のように改正する。 

  第６条に次の１項を加える。 

３ 退職した者の基礎在職期間に地方公務員法第２６条の３第１項に規定す

る高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった時間のある月（以下「部

分休業月」という。）が含まれる場合における教職員退職手当条例第４条
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第１項に規定する退職手当の調整額の計算については、次の各号に掲げる

部分休業月の区分に応じ、当該各号に定める部分休業月をその者の基礎在

職期間から除くものとする。 

（１） 退職した者が属していた教職員の区分が同一の部分休業月がある

部分休業月 教職員の区分が同一の部分休業月ごとにそれぞれその最初

の部分休業月から順次に数えてその者が当該高齢者部分休業の承認を受

けて勤務しなかった時間数を月数に換算した場合の当該月数（当該勤務

しなかった時間数を日数に換算した場合の当該日数（当該勤務しなかっ

た時間数を北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤

務時間、休日、休暇等に関する条例（平成２８年北九州市条例第６０号

）第５条第１項に規定する勤務時間の割振りによる１日の勤務時間で除

して得た日数をいう。）を３０で除して得た月数をいう。）の２分の１

に相当する数（当該相当する数に１未満の端数があるときは、これを切

り上げた数）になるまでにある部分休業月 

（２） 退職した者が属していた教職員の区分が同一の部分休業月がない

部分休業月 当該部分休業月 

 （北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日

、休暇等に関する条例施行規則の一部改正） 

第３条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例施行規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第

１４号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項ただし書中「勤務時間」の次に「（地方公務員法第２６条の

３第１項に規定する高齢者部分休業の承認（以下「高齢者部分休業の承認」

という。）を受けた教職員（以下「高齢者部分休業教職員」という。）にあ

っては、勤務時間から高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じ

た時間。以下「勤務時間等」という 。）」 を加える。 

  第１３条第２項本文中「前項」を「前項本文」に、「短時間勤務教職員」

を「高齢者部分休業教職員及び短時間勤務教職員」に改め、同項各号中「（

短時間勤務教職員」を「（高齢者部分休業教職員及び短時間勤務教職員」に

、「の勤務時間」を「の勤務時間等」に改め、同条第６項中「勤務時間」を

「勤務時間等」に改め、同条第１０項中「短時間勤務教職員」を「高齢者部

分休業教職員及び短時間勤務教職員」に改める。 

  第１４条本文及び各号中「勤務時間」を「勤務時間等」に改める。 

  第１７条第２項中「６０日（」及び「５日の」の次に「高齢者部分休業教

職員、」を加え、「条例第２条第４項又は第５項の規定により定められたそ
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の者の勤務時間を同条第１項の規定により定められた勤務時間で除して得た

数」を「、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める率」に

改め、同項に次の各号を加える。 

（１） 高齢者部分休業教職員（育児短時間勤務教職員等である者を除く

。）、 定年前再任用短時間勤務教職員又は任期付短時間勤務教職員 条

例第２条各項（第３項を除く。）の規定により定められたその者の勤務

時間等を同条第１項の規定により定められた勤務時間で除して得た率 

（２） 高齢者部分休業教職員（育児短時間勤務教職員等である者に限る

。） 条例第２条第３項の規定により定められたその者の勤務時間等を

同項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た率 

  第１９条第１項中「３０日（」及び「５日の」の次に「高齢者部分休業教

職員、」を加え、「条例第２条第４項又は第５項の規定により定められたそ

の者の勤務時間を同条第１項の規定により定められた勤務時間で除して得た

数」を「第１７条第２項各号に定める率」に改める。 

  別表第１の備考各号列記以外の部分中「短時間勤務教職員」を「高齢者部

分休業教職員及び短時間勤務教職員」に改め、同表の備考第２号中「勤務時

間」を「勤務時間等」に改める。 

  別表第４の４の項中「５日（」及び「５日の」の次に「高齢者部分休業教

職員、」を加え、「条例第２条第４項又は第５項の規定により定められたそ

の者の勤務時間を同条第１項の規定により定められた勤務時間で除して得た

数」を「第１７条第２項各号に定める率」に改め、同表の８の項中「３日（

」の次に「高齢者部分休業教職員、」を加え、「条例第２条第４項又は第５

項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項の規定により定め

られた勤務時間で除して得た数」を「第１７条第２項各号に定める率」に改

め、同表の９の項中「５日（」の次に「高齢者部分休業教職員、」を加え、

「条例第２条第４項又は第５項の規定により定められたその者の勤務時間を

同条第１項の規定により定められた勤務時間で除して得た数」を「第１７条

第２項各号に定める率」に改め、同表の１８の項中「６日（」の次に「高齢

者部分休業教職員、」を加え、「条例第２条第４項又は第５項の規定により

定められたその者の勤務時間を同条第１項の規定により定められた勤務時間

で除して得た数」を「第１７条第２項各号に定める率」に改める。 

   付 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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（
１
）
 
退
職
し
た
者
が
属
し
て
い
た
教
職
員
の
区
分
が
同
一
の
部
分
休
業
月
が
あ
る
部
分
休

業
月
 
教
職
員
の
区
分
が
同
一
の
部
分
休
業
月
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
最
初
の
部
分
休
業
月

か
ら
順
次
に
数
え
て
そ
の
者
が
当
該
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
か
っ
た

時
間
数
を
月
数
に
換
算
し
た
場
合
の
当
該
月
数
（
当
該
勤
務
し
な
か
っ
た
時
間
数
を
日
数
に

換
算
し
た
場
合
の
当
該
日
数
（
当
該
勤
務
し
な
か
っ
た
時
間
数
を
北
九
州
市
立
の
小
学
校
、

中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
教
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
２
８
年
北
九
州
市
条
例
第
６
０
号
）
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
に

よ
る
１
日
の
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
日
数
を
い
う
。
）
を
３
０
で
除
し
て
得
た
月
数
を
い

う
。
）
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
数
（
当
該
相
当
す
る
数
に
１
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

、
こ
れ
を
切
り
上
げ
た
数
）
に
な
る
ま
で
に
あ
る
部
分
休
業
月
 

（
２
）
 
退
職
し
た
者
が
属
し
て
い
た
教
職
員
の
区
分
が
同
一
の
部
分
休
業
月
が
な
い
部
分
休

業
月
 
当
該
部
分
休
業
月
 

（
調
整
月
額
に
順
位
を
付
す
方
法
等
）
 

第
６
条
 
 
略
 

２
 
 
略
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北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
教
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
新
旧
対
照
表
（
第
３
条
関
係
）

 

新
 

旧
 

（
育
児
時
間
）

 

第
７
条
 
生
後
２
年
に
達
し
な
い
子
を
育
て
る
教
職
員
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
に
申
し
出

て
、
１
日
に
つ
い
て
２
回
、
１
回
に
つ
い
て
４
５
分
の
育
児
時
間
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
が
同
一
の
日
に
お
い
て
育
児
時
間
（
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
受

け
る
場
合
又
は
１
日
の
勤
務
時
間
（
地
方
公
務
員
法
第
２
６
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
高
齢

者
部
分
休
業
の
承
認
（
以
下
「
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
教
職
員
（

以
下
「
高
齢
者
部
分
休
業
教
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
勤
務
時
間
か
ら
高
齢
者
部
分

休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
。
以
下
「
勤
務
時
間
等
」
と
い
う
。

）
が
３
時
間
５
５
分
以
下
の
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
で
あ
る
場
合
の
当
該
教
職
員
の
育
児

時
間
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。

 

２
 
 
略

 

３
 
 
略

 

（
年
次
休
暇
）

 

第
１
３
条
 
 
略

 

２
 
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
高
齢
者
部
分
休
業
教
職
員
及
び
短
時
間
勤
務
教
職
員
の

年
次
休
暇
の
日
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
教
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日

数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
と
す
る
。
た
だ

し
、
そ
の
日
数
が
労
働
基
準
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
４
９
号
）
第
３
９
条
第
３
項
の
規
定
に

よ
る
日
数
に
満
た
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
日
数
と
す
る
。

 

（
１
）
 
斉
一
型
短
時
間
勤
務
教
職
員
（
高
齢
者
部
分
休
業
教
職
員
及
び
短
時
間
勤
務
教
職
員

（
育
児
時
間
）

 

第
７
条
 
生
後
２
年
に
達
し
な
い
子
を
育
て
る
教
職
員
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
に
申
し
出

て
、
１
日
に
つ
い
て
２
回
、
１
回
に
つ
い
て
４
５
分
の
育
児
時
間
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
が
同
一
の
日
に
お
い
て
育
児
時
間
（
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
受

け
る
場
合
又
は
１
日
の
勤
務
時
間
が
３
時
間
５
５
分
以
下
の
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
で
あ

る
場
合
の
当
該
教
職
員
の
育
児
時
間
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。

 

    ２
 
 
略

 

３
 
 
略

 

（
年
次
休
暇
）

 

第
１
３
条
 
 
略

 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
短
時
間
勤
務
教
職
員
の
年
次
休
暇
の
日
数
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
教
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
日
数
が
労
働
基
準
法
（
昭

和
２
２
年
法
律
第
４
９
号
）
第
３
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
日
数
に
満
た
な
い
と
き
は
、
同

項
の
規
定
に
よ
る
日
数
と
す
る
。

 

（
１
）
 
斉
一
型
短
時
間
勤
務
教
職
員
（
短
時
間
勤
務
教
職
員
の
う
ち
、
１
週
間
ご
と
の
勤
務

9



新
 

旧
 

の
う
ち
、
１
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
等
の
時
間
数
が
同

一
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
２
０
日
に
斉
一
型
短
時
間
勤
務
教
職
員
の
１
週

間
の
勤
務
日
の
日
数
を
５
日
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
週
間
当
た
り
の
勤

務
時
間
等
が
第
２
条
第
１
項
に
定
め
る
勤
務
時
間
の
４
分
の
３
以
上
と
な
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
２
０
日
）

 

（
２
）
 
不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
教
職
員
（
高
齢
者
部
分
休
業
教
職
員
及
び
短
時
間
勤
務
教
職

員
の
う
ち
、
斉
一
型
短
時
間
勤
務
教
職
員
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
１
５
５

時
間
に
不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
教
職
員
の
勤
務
時
間
等
を
３
８
時
間
４
５
分
で
除
し
て
得
た

数
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数
を
、
７
時
間
４
５
分
を
１
日
と
し
て
日
に
換
算
し
て
得
た
日
数
（

４
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
等
が
第
２
条
第
１
項
に
定
め
る
勤

務
時
間
の
４
分
の
３
以
上
と
な
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
２
０
日
）

 

３
～
５
 
 
略

 

６
 
半
日
相
当
又
は
１
時
間
を
単
位
と
し
て
使
用
し
た
年
次
休
暇
を
日
に
換
算
す
る
場
合
は
、
勤

務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
等
の
時
間
数
を
も
っ
て
１
日
と
す
る
。

 

７
～
９
 
 
略

 

１
０
 
年
次
休
暇
の
う
ち
、
そ
の
休
暇
年
度
内
に
使
用
し
な
か
っ
た
日
数
が
あ
る
と
き
は
、
２
０

日
（
高
齢
者
部
分
休
業
教
職
員
及
び
短
時
間
勤
務
教
職
員
に
つ
い
て
は
、
第
２
項
の
規
定
に
よ

り
与
え
ら
れ
た
年
次
休
暇
の
日
数
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
日
数
（
当
該
休
暇
年
度
の
翌
年
度

の
初
日
に
勤
務
形
態
が
変
更
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
残
日
数
に
次
条
各
号
に
掲
げ
る

場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
日
数
と
し
、
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
日
数
と
す
る
。
）
を
翌
休
暇
年
度
に
限
り
繰
り
越
す
こ
と
が
で
き

る
。

 

日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
 
２
０
日
に
斉
一
型
短
時
間
勤
務
教
職
員
の
１
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
を
５
日
で
除

し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
第
２
条
第
１
項
に
定
め

る
勤
務
時
間
の
４
分
の
３
以
上
と
な
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
２
０
日
）

 

 

（
２
）
 
不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
教
職
員
（
短
時
間
勤
務
教
職
員
の
う
ち
、
斉
一
型
短
時
間
勤

務
教
職
員
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
１
５
５
時
間
に
不
斉
一
型
短
時
間
勤
務

教
職
員
の
勤
務
時
間
を
３
８
時
間
４
５
分
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数
を
、
７

時
間
４
５
分
を
１
日
と
し
て
日
に
換
算
し
て
得
た
日
数
（
４
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
１
週

間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
第
２
条
第
１
項
に
定
め
る
勤
務
時
間
の
４
分
の
３
以
上
と
な
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
２
０
日
）

 

３
～
５
 
 
略

 

６
 
半
日
相
当
又
は
１
時
間
を
単
位
と
し
て
使
用
し
た
年
次
休
暇
を
日
に
換
算
す
る
場
合
は
、
勤

務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
も
っ
て
１
日
と
す
る
。

 

７
～
９
 
 
略

 

１
０
 
年
次
休
暇
の
う
ち
、
そ
の
休
暇
年
度
内
に
使
用
し
な
か
っ
た
日
数
が
あ
る
と
き
は
、
２
０

日
（
短
時
間
勤
務
教
職
員
に
つ
い
て
は
、
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
年
次
休
暇
の
日

数
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
日
数
（
当
該
休
暇
年
度
の
翌
年
度
の
初
日
に
勤
務
形
態
が
変
更
さ

れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
残
日
数
に
次
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲

げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
日
数
と
し
、
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
日

数
と
す
る
。
）
を
翌
休
暇
年
度
に
限
り
繰
り
越
す
こ
と
が
で
き
る
。
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新
 

旧
 

（
勤
務
形
態
の
変
更
に
伴
う
年
次
休
暇
の
取
扱
い
）

 

第
１
４
条
 
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
１
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
又
は
勤
務
日
ご
と
の

勤
務
時
間
等
の
時
間
数
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
勤
務
形
態
」
と
い
う
。
）
が
変
更
さ
れ
る

と
き
の
当
該
変
更
の
日
以
後
に
お
け
る
教
職
員
の
年
次
休
暇
の
日
数
は
、
当
該
休
暇
年
度
の
初

日
に
当
該
変
更
の
日
の
勤
務
形
態
を
始
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
前
条
第
１
項
又
は
第
２
項
に
規

定
す
る
年
次
休
暇
の
日
数
に
同
条
第
１
０
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
休
暇
年
度
の
前
年
度
か
ら
繰

り
越
さ
れ
た
年
次
休
暇
の
日
数
を
加
え
て
得
た
日
数
と
し
、
当
該
休
暇
年
度
の
初
日
後
に
当
該

変
更
後
の
勤
務
形
態
を
始
め
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
以
前
に
当
該
変
更
前
の
勤
務
形
態
を
始

め
た
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該
日
数
か
ら
当
該
休
暇
年
度
に
お
い
て
当
該
変
更
の
日
の
前
日
ま
で

に
使
用
し
た
年
次
休
暇
の
日
数
を
減
じ
て
得
た
日
数
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四

捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
と
し
、
当
該
休
暇
年
度
の
初
日
後
に
当
該
変
更
前
の
勤
務
形
態
を
始

め
た
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該
勤
務
形
態
を
始
め
た
日
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ

る
日
数
か
ら
同
日
以
後
当
該
変
更
の
日
の
前
日
ま
で
に
使
用
し
た
年
次
休
暇
の
日
数
を
減
じ
て

得
た
日
数
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
日

数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
と
す
る
。
た
だ

し
、
そ
の
日
数
が
労
働
基
準
法
第
３
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
日
数
に
満
た
な
い
と
き
は
、

同
項
の
規
定
に
よ
る
日
数
と
す
る
。

 

（
１
）
 
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
以
外
の
教
職
員
が
１

週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
等
の
時
間
数
が
同
一
で
あ
る
育

児
短
時
間
勤
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
を
始

め
る
場
合
、
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
教
職
員
が
引
き
続
い
て
勤
務
形
態
を
異

（
勤
務
形
態
の
変
更
に
伴
う
年
次
休
暇
の
取
扱
い
）

 

第
１
４
条
 
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
１
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
又
は
勤
務
日
ご
と
の

勤
務
時
間
の
時
間
数
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
勤
務
形
態
」
と
い
う
。
）
が
変
更
さ
れ
る
と

き
の
当
該
変
更
の
日
以
後
に
お
け
る
教
職
員
の
年
次
休
暇
の
日
数
は
、
当
該
休
暇
年
度
の
初
日

に
当
該
変
更
の
日
の
勤
務
形
態
を
始
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
前
条
第
１
項
又
は
第
２
項
に
規
定

す
る
年
次
休
暇
の
日
数
に
同
条
第
１
０
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
休
暇
年
度
の
前
年
度
か
ら
繰
り

越
さ
れ
た
年
次
休
暇
の
日
数
を
加
え
て
得
た
日
数
と
し
、
当
該
休
暇
年
度
の
初
日
後
に
当
該
変

更
後
の
勤
務
形
態
を
始
め
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
以
前
に
当
該
変
更
前
の
勤
務
形
態
を
始
め

た
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該
日
数
か
ら
当
該
休
暇
年
度
に
お
い
て
当
該
変
更
の
日
の
前
日
ま
で
に

使
用
し
た
年
次
休
暇
の
日
数
を
減
じ
て
得
た
日
数
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨

五
入
し
て
得
た
日
数
）
と
し
、
当
該
休
暇
年
度
の
初
日
後
に
当
該
変
更
前
の
勤
務
形
態
を
始
め

た
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該
勤
務
形
態
を
始
め
た
日
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る

日
数
か
ら
同
日
以
後
当
該
変
更
の
日
の
前
日
ま
で
に
使
用
し
た
年
次
休
暇
の
日
数
を
減
じ
て
得

た
日
数
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
日
数

（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
と
す
る
。
た
だ
し

、
そ
の
日
数
が
労
働
基
準
法
第
３
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
日
数
に
満
た
な
い
と
き
は
、
同

項
の
規
定
に
よ
る
日
数
と
す
る
。

 

（
１
）
 
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
以
外
の
教
職
員
が
１

週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
あ
る
育
児

短
時
間
勤
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
を
始
め

る
場
合
、
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
教
職
員
が
引
き
続
い
て
勤
務
形
態
を
異
に

11
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に
す
る
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
始
め
る
場
合
又
は
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
が
斉
一

型
育
児
短
時
間
勤
務
若
し
く
は
斉
一
型
短
時
間
勤
務
（
育
児
休
業
法
第
１
７
条
の
規
定
に
よ

る
短
時
間
勤
務
の
う
ち
、
１
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
等

の
時
間
数
が
同
一
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
終
え
る
場
合
 
勤
務

形
態
の
変
更
後
に
お
け
る
１
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
を
当
該
勤
務
形
態
の
変
更
前
に
お
け
る

１
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
で
除
し
て
得
た
率

 

（
２
）
 
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
以
外
の
教
職
員
が
斉

一
型
育
児
短
時
間
勤
務
以
外
の
育
児
短
時
間
勤
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
不
斉
一
型
育

児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
を
始
め
る
場
合
、
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る

教
職
員
が
引
き
続
い
て
勤
務
形
態
を
異
に
す
る
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
始
め
る
場
合

又
は
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
が
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
若
し
く
は
育
児
休
業
法
第

１
７
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
の
う
ち
斉
一
型
短
時
間
勤
務
以
外
の
も
の
を
終
え
る
場

合
 
勤
務
形
態
の
変
更
後
に
お
け
る
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
等
の
時
間
数
を
当
該
勤
務

形
態
の
変
更
前
に
お
け
る
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
等
の
時
間
数
で
除
し
て
得
た
率

 

（
３
）
 
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
教
職
員
が
引
き
続
い
て
不
斉
一
型
育
児
短
時

間
勤
務
を
始
め
る
場
合
 
勤
務
形
態
の
変
更
後
に
お
け
る
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
等
の

時
間
数
を
当
該
勤
務
形
態
の
変
更
前
に
お
け
る
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
等
の
時
間
数
を
７

時
間
４
５
分
と
み
な
し
た
場
合
の
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
等
の
時
間
数
で
除
し
て
得
た

率
 

（
４
）
 
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
教
職
員
が
引
き
続
い
て
斉
一
型
育
児
短
時

間
勤
務
を
始
め
る
場
合
 
勤
務
形
態
の
変
更
後
に
お
け
る
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
等
の
時

間
数
を
７
時
間
４
５
分
と
み
な
し
た
場
合
の
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
等
の
時
間
数
を
当

す
る
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
始
め
る
場
合
又
は
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
が
斉
一
型

育
児
短
時
間
勤
務
若
し
く
は
斉
一
型
短
時
間
勤
務
（
育
児
休
業
法
第
１
７
条
の
規
定
に
よ
る

短
時
間
勤
務
の
う
ち
、
１
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時

間
数
が
同
一
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
終
え
る
場
合
 
勤
務
形
態

の
変
更
後
に
お
け
る
１
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
を
当
該
勤
務
形
態
の
変
更
前
に
お
け
る
１
週

間
の
勤
務
日
の
日
数
で
除
し
て
得
た
率

 

（
２
）
 
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
以
外
の
教
職
員
が
斉

一
型
育
児
短
時
間
勤
務
以
外
の
育
児
短
時
間
勤
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
不
斉
一
型
育

児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
を
始
め
る
場
合
、
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る

教
職
員
が
引
き
続
い
て
勤
務
形
態
を
異
に
す
る
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
始
め
る
場
合

又
は
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
が
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
若
し
く
は
育
児
休
業
法
第

１
７
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
の
う
ち
斉
一
型
短
時
間
勤
務
以
外
の
も
の
を
終
え
る
場

合
 
勤
務
形
態
の
変
更
後
に
お
け
る
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
当
該
勤
務
形

態
の
変
更
前
に
お
け
る
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
で
除
し
て
得
た
率

 

（
３
）
 
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
教
職
員
が
引
き
続
い
て
不
斉
一
型
育
児
短
時

間
勤
務
を
始
め
る
場
合
 
勤
務
形
態
の
変
更
後
に
お
け
る
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時

間
数
を
当
該
勤
務
形
態
の
変
更
前
に
お
け
る
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
７
時
間

４
５
分
と
み
な
し
た
場
合
の
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
で
除
し
て
得
た
率

 

 

（
４
）
 
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
教
職
員
が
引
き
続
い
て
斉
一
型
育
児
短
時

間
勤
務
を
始
め
る
場
合
 
勤
務
形
態
の
変
更
後
に
お
け
る
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間

数
を
７
時
間
４
５
分
と
み
な
し
た
場
合
の
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
当
該
勤
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該
勤
務
形
態
の
変
更
前
に
お
け
る
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
等
の
時
間
数
で
除
し
て
得
た

率
 

（
介
護
休
暇
）

 

第
１
７
条
 
 
略

 

２
 
介
護
休
暇
の
期
間
又
は
日
数
は
、
第
９
条
第
３
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
条
例
第
１
４
条
第
４

項
に
規
定
す
る
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
３
回
を
超
え
ず
、
か
つ
、

通
算
し
て
６
月
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
又
は
休
暇
年
度
に
６

０
日
（
高
齢
者
部
分
休
業
教
職
員
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
教

職
員
（
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数
が
５
日
の
高
齢
者
部
分
休
業
教
職
員
、
再
任
用
短
時
間
勤

務
教
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
６
０
日
に
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
教
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
日
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
数
と
す
る
。

 

（
１
）
 
高
齢
者
部
分
休
業
教
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
、

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
 
条
例
第
２
条
各
項

（
第
３
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
等
を
同
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
率

 

（
２
）
 
高
齢
者
部
分
休
業
教
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
 

条
例
第
２
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
等
を
同
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
率

 

３
～
５
 
 
略

 

（
組
合
休
暇
）

 

務
形
態
の
変
更
前
に
お
け
る
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
で
除
し
て
得
た
率

 

 

（
介
護
休
暇
）

 

第
１
７
条
 
 
略

 

２
 
介
護
休
暇
の
期
間
又
は
日
数
は
、
第
９
条
第
３
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
条
例
第
１
４
条
第
４

項
に
規
定
す
る
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
３
回
を
超
え
ず
、
か
つ
、

通
算
し
て
６
月
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
又
は
休
暇
年
度
に
６

０
日
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
（
１
週
間
当
た
り
の
勤

務
日
数
が
５
日
の
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
を
除
く
。
）

に
あ
っ
て
は
、
６
０
日
に
条
例
第
２
条
第
４
項
又
は
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の

者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗

じ
て
得
た
日
数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
）

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
数
と
す
る
。

 

       ３
～
５
 
 
略

 

（
組
合
休
暇
）

 

13



新
 

旧
 

第
１
９
条
 
組
合
休
暇
（
条
例
第
１
４
条
第
５
項
に
規
定
す
る
無
給
休
暇
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
は
、
休
暇
年
度
に
３
０
日
（
高
齢
者
部
分
休
業
教
職
員
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
又
は

任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
（
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数
が
５
日
の
高
齢
者
部
分
休
業
教
職

員
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は

、
３
０
日
に
第
１
７
条
第
２
項
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
日
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
与
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

 

２
 
 
略

 

３
 
 
略

 

             

第
１
９
条
 
組
合
休
暇
（
条
例
第
１
４
条
第
５
項
に
規
定
す
る
無
給
休
暇
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
は
、
休
暇
年
度
に
３
０
日
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員

（
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数
が
５
日
の
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤

務
教
職
員
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
３
０
日
に
条
例
第
２
条
第
４
項
又
は
第
５
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間

で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五

入
し
て
得
た
日
数
）
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
 
略

 

３
 
 
略
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新
 

旧
 

別
表
第
１
（
第
１
３
条
関
係
）
 

年
次
休
暇
の
基
準
 

略
 

備
考
 
高
齢
者
部
分
休
業
教
職
員
及
び
短
時
間
勤
務
教
職
員
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
教
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
と
す
る
。
 

（
１
）
 
 
略
 

（
２
）
 
不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
教
職
員
 
年
次
休
暇
の
日
数
に
不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
教

職
員
の
勤
務
時
間
等
を
３
８
時
間
４
５
分
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数
 

       

別
表
第
１
（
第
１
３
条
関
係
）
 

年
次
休
暇
の
基
準
 

略
 

備
考
 
短
時
間
勤
務
教
職
員
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
教
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た

日
数
）
と
す
る
。
 

（
１
）
 
 
略
 

（
２
）
 
不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
教
職
員
 
年
次
休
暇
の
日
数
に
不
斉
一
型
短
時
間
勤
務
教

職
員
の
勤
務
時
間
を
３
８
時
間
４
５
分
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数
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新
 

旧
 

別
表
第
４
（
第
１
６
条
関
係
）

 

特
別
休
暇
の
基
準

 

理
由

 
期
間
又
は
日
数

 
備
考

 

略
 

４
 
ボ
ラ

ン
テ
ィ

ア
活
動

 

休
暇
年
度
に
５
日
（
高
齢
者
部
分
休
業
教
職
員
、
再
任
用
短
時
間

勤
務
教
職
員
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
（
１
週
間
当
た
り

の
勤
務
日
数
が
５
日
の
高
齢
者
部
分
休
業
教
職
員
、
再
任
用
短
時

間
勤
務
教
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
５
日
に
第
１
７
条
第
２
項
各
号
に
定
め

る
率
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
数

 

 

略
 

略
 

８
 
配
偶

者
等
の

出
産

 

教
職
員
の
配
偶
者
等
が
出
産
す
る
た
め
に
病
院
に
入
院
す
る
等
の

日
か
ら
当
該
出
産
の
日
後
２
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に

お
い
て
３
日
（
高
齢
者
部
分
休
業
教
職
員
、
再
任
用
短
時
間
勤
務

教
職
員
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
に
あ
っ
て
は
、
３
日
に

第
１
７
条
第
２
項
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
日

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数

 

    略
 

. 

別
表
第
４
（
第
１
６
条
関
係
）

 

特
別
休
暇
の
基
準

 

理
由

 
期
間
又
は
日
数

 
備
考

 

略
 

４
 
ボ
ラ

ン
テ
ィ

ア
活
動

 

休
暇
年
度
に
５
日
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
又
は
任
期
付
短

時
間
勤
務
教
職
員
（
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数
が
５
日
の
再
任

用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
を
除
く

。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
５
日
に
条
例
第
２
条
第
４
項
又

は
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た

数
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
数

 

略
 

略
 

８
 
配
偶

者
等
の

出
産

 

教
職
員
の
配
偶
者
等
が
出
産
す
る
た
め
に
病
院
に
入
院
す
る
等
の

日
か
ら
当
該
出
産
の
日
後
２
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に

お
い
て
３
日
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
又
は
任
期
付
短
時
間

勤
務
教
職
員
に
あ
っ
て
は
、
３
日
に
条
例
第
２
条
第
４
項
又
は
第

５
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を

 

    略
 

. 
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新
 

旧
 

 
 

）
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
数

 

  

 

９
 
職
員

の
育
児

参
加

 

出
産
の
予
定
日
以
前
８
週
間
目
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は

、
１
４
週
間
目
）
に
当
た
る
日
か
ら
当
該
出
産
の
日
以
後
１
年
目

に
当
た
る
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
５
日
（
高
齢
者
部
分
休
業
教

職
員
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
教

職
員
に
あ
っ
て
は
、
５
日
に
第
１
７
条
第
２
項
各
号
に
定
め
る
率

を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
数

 

 

略
 

略
 

１
８
 
夏

季
に
お

け
る
健

康
保
持

 

休
暇
年
度
の
６
月
１
日
か
ら
９
月
３
０
日
ま
で
の
間
に
６
日
（
高

齢
者
部
分
休
業
教
職
員
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
又
は
任
期

付
短
時
間
勤
務
教
職
員
に
あ
っ
て
は
、
６
日
に
第
１
７
条
第
２
項

各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
）
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
数

 

   略
 

. 

 
 

乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
必

要
と
認
め
ら
れ
る
日
数

 

 

９
 
職
員

の
育
児

参
加

 

出
産
の
予
定
日
以
前
８
週
間
目
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は

、
１
４
週
間
目
）
に
当
た
る
日
か
ら
当
該
出
産
の
日
以
後
１
年
目

に
当
た
る
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
５
日
（
再
任
用
短
時
間
勤
務

教
職
員
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
に
あ
っ
て
は
、
５
日
に

条
例
第
２
条
第
４
項
又
は
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ

の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
勤

務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
日
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
）
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
数

 

略
 

略
 

１
８
 
夏

季
に
お

け
る
健

康
保
持

 

休
暇
年
度
の
６
月
１
日
か
ら
９
月
３
０
日
ま
で
の
間
に
６
日
（
再

任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
に
あ

っ
て
は
、
６
日
に
条
例
第
２
条
第
４
項
又
は
第
５
項
の
規
定
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数

（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得

 

   略
 

. 
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新
 

旧
 

 
 

  

 

. 

 
 

た
日
数
）
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る

日
数

 

 

. 
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